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参考１

農業機械化促進法 （昭和二十八年八月二十七日法律第二百五十二号）

最終改正：平成一八年三月三一日法律第二六号

第一章 総則

（目的）

第一条 この法律は、農業機械化を促進するため、高性能農業機械等の計画的な試験研

究、実用化の促進及び導入に関する措置、農機具の検査に関する制度、農機具につい

ての試験研究体制の整備その他必要な資金の確保等の措置について定めて農機具の改

良普及に資し、もつて農業生産力の増進と農業経営の改善に寄与することを目的とす

る。

（定義）

第二条 この法律において「農機具」とは、耕うん整地、は種、肥培管理、有害動植物

の防除、家畜又は家きんの飼養管理、収穫、調製加工その他農作業（これに附随する

作業を含む。以下同じ。）を効率的に行うために必要な機械器具（その附属品及び部品

を含む。）をいう。

２ この法律において「農業機械化」とは、動力又は畜力を利用する優良な農機具を効

果的に導入して農業の生産技術を高度化することをいう。

３ この法律において、「高性能農業機械」とは、農作業の効率化又は農作業における

身体の負担の軽減に資する程度が著しく高く、かつ、農業経営の改善に寄与する農業

機械をいう。

４ この法律において、「農業機械化適応農業資材」とは、肥料、農薬その他の農業資

材のうち政令で定めるものであつて、農機具を使用した農作業を効率的に行うのに必
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要な性状を有することによつて農業機械化の促進に寄与すると認められるものをいう。

５ この法律において、「高性能農業機械等」とは、高性能農業機械及び農業機械化適

応農業資材をいう。

（農業機械化を促進する義務）

第三条 国又は都道府県は、この法律で定めるものの外、農業機械化のための研修、指

導、試験研究及び農機具の導入事業その他農業機械化の促進に有効な事項については、

これを積極的に行わなければならない。

２ 国又は都道府県は、農業機械化の促進に有効な事項を行なうに当たつては、農業者

の自主的な努力を助長し、これを補完して農業構造の改善に資することとなるように

配意しなければならない。

（融資）

第四条 国は、農業を営む者が農機具を導入し又は農業を営む者が組織する営利を目的

としない法人がこれを組織する者の共同利用に供する農機具を導入するのに必要とす

る資金につき、長期且つ低利の資金を確保するよう必要な措置を講じなければならな

い。

（国の援助）

第五条 国は、都道府県に対し、その農業機械化のための研修、指導、試験研究及び農

機具の導入事業その他農業機械化の促進に有効な事項の実施につき、経費の補助その

他適切な援助を行なうよう努めるものとする。

第二章 高性能農業機械等の試験研究、実用化の促進及び導入

（高性能農業機械等の試験研究、実用化の促進及び導入に関する基本方針）

第五条の二 農林水産大臣は、政令で定めるところにより、高性能農業機械等の試験研

究、実用化の促進及び導入に関する基本方針（以下「基本方針」という。）を定めなけ
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ればならない。

２ 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構（以下「研究機構」という。）が

行う高性能農業機械等の開発に関する試験研究の対象とすべき高性能農業機械等、

その目標及びその実施方法に関する事項

二 高性能農業機械実用化促進事業（研究機構が行う高性能農業機械の開発に関する

試験研究の成果の実用化を促進するために必要な技術の確立並びに当該技術に係る

設備及び情報の提供を行う事業をいう。以下同じ。）の対象とすべき高性能農業機械、

その目標及びその実施方法に関する事項

三 特定高性能農業機械（高性能農業機械のうち農業経営の改善のために計画的に導

入を促進する必要がある農業機械で政令で定めるものをいう。以下同じ。）の種類ご

との導入に関する目標及びその導入を効果的に行うために必要な条件に関する事項

四 その他高性能農業機械等の試験研究、実用化の促進及び導入に関し必要な事項

３ 農林水産大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するもの

とする。

４ 農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、第二項第

二号に掲げる事項について経済産業大臣に協議し、かつ、農業資材審議会の意見を聴

かなければならない。

５ 農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを

公表しなければならない。

（都道府県の導入計画）

第五条の三 都道府県知事は、特定高性能農業機械につき、その種類ごとに、基本方針
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に即し、当該都道府県におけるその導入に関する計画（以下「導入計画」という。）を

定めることができる。

２ 導入計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 特定高性能農業機械の導入に関する目標

二 計画の期間

三 特定高性能農業機械を導入する者の備えるべき条件その他特定高性能農業機械の

導入を効果的に行うために必要な条件の整備に関する事項

四 特定高性能農業機械の利用に関する技術の研修及び指導に関する事項

五 特定高性能農業機械を使用した農作業の安全性の確保に関する事項

六 その他特定高性能農業機械の導入に関し必要な事項

３ 導入計画の内容は、当該都道府県における農業経営の動向に即して特定高性能農業

機械の適切な導入を促進することにより、農業構造の改善に資するものでなければな

らない。

４ 都道府県知事は、導入計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを

公表しなければならない。

（導入計画と国の援助等）

第五条の四 国は、特定高性能農業機械の導入に関し、第四条に規定する資金の確保の

ために必要な措置を講じ、又は第五条に規定する援助を行うに当たつては、導入計画

の達成に資することとなるように努めるものとする。

（実用化促進計画の認定）

第五条の五 基本方針に基づいて高性能農業機械実用化促進事業を実施しようとする者

（基本方針に基づいて高性能農業機械実用化促進事業を実施する法人を設立しようと

する者を含む。）は、高性能農業機械実用化促進事業に関する計画（以下「実用化促進
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計画」という。）を作成し、これを農林水産大臣に提出して、当該実用化促進計画が適

当である旨の認定を受けることができる。

２ 実用化促進計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 高性能農業機械実用化促進事業の内容及び実施時期

二 高性能農業機械実用化促進事業を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法

３ 農林水産大臣は、第一項の認定の申請があつた場合において、その実用化促進計画

が、次の各号に該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

一 前項第一号に掲げる事項が基本方針に照らし適切なものであること。

二 前項第二号に掲げる事項が高性能農業機械実用化促進事業を確実に遂行するため

に適切なものであること。

４ 農林水産大臣は、第一項の認定をしようとするときは、経済産業大臣に協議しなけ

ればならない。

（実用化促進計画の変更等）

第五条の六 前条第一項の認定を受けた者（その者の設立に係る同項の法人を含む。以

下「認定事業者」という。）は、当該認定に係る実用化促進計画を変更しようとすると

きは、農林水産大臣の認定を受けなければならない。

２ 農林水産大臣は、認定事業者が認定に係る実用化促進計画（前項の規定による変更

の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。）に従つて高性

能農業機械実用化促進事業を行つていないと認めるときは、その認定を取り消すこと

ができる。

３ 前条第三項及び第四項の規定は、第一項の認定について準用する。

（指導及び助言）

第五条の七 国は、認定事業者に対し、高性能農業機械実用化促進事業の円滑な実施に
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必要な指導及び助言を行うものとする。

（報告の徴収）

第五条の八 農林水産大臣は、認定事業者に対し、高性能農業機械実用化促進事業の実

施状況について報告を求めることができる。

第三章 農機具の検査

（検査）

第六条 国は、農業機械化の促進に資するため、この法律の規定により、農機具の検査

を行なう。

２ 前項の検査は、依頼による農機具の型式についての検査（以下「型式検査」という。）

及びその成果を確保するための事後の検査（以下「事後検査」という。）とする。

３ 型式検査の実施は、研究機構に行わせるものとする。

（型式検査）

第七条 農林水産大臣は、毎年度、当該年度において型式検査を行なう農機具の種類を

定めて公示しなければならない。

２ 型式検査は、前項の規定による公示に係る種類に属する農機具につき、型式検査を

依頼する者（本邦内に住所又は居所（法人にあつては、営業所。以下同じ。）を有しな

い者を含む。以下「依頼者」という。）が提出した型式の農機具の性能、構造、耐久性

及び操作の難易（以下「性能等」という。）について行うものとする。

３ 型式検査の主要な実施方法及び基準は、農林水産大臣が定める。

４ 農林水産大臣は、前項の実施方法及び基準を定めたときは、遅滞なく、これを公示

しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

５ 型式検査を依頼するため提出する農機具は、通常製造されたもののうちから抽出さ

れたものでなければならない。
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（依頼の手続）

第八条 型式検査の依頼は、研究機構に対し検査依頼書を提出してするものとする。

２ 依頼者は、前項の規定により検査依頼書を提出する際、研究機構が業務方法書で定

める額の手数料を研究機構に対し納付しなければならない。

（検査成績）

第八条の二 研究機構は、型式検査を実施した結果、その検査に供した農機具の型式に

つき、第七条第三項の基準に適合する場合には検査合格証及び検査成績表を、その他

の場合には検査成績表を添えて、その依頼者に合格又は不合格を通知するとともに、

その農機具の型式名、検査成績及び依頼者の氏名又は名称並びに合格を通知する場合

にあつては合格番号を農林水産大臣に報告しなければならない。

２ 農林水産大臣は、前項の規定により合格に係る農機具の型式についての報告を受け

たときは、その農機具の型式名、検査成績の概要、合格番号及び依頼者の氏名又は名

称を公示しなければならない。

３ 第一項の規定による通知に係る検査成績に不服がある者は、その通知を受けた日の

翌日から起算して三十日以内（本邦内に住所又は居所を有しない者にあつては、六十

日以内）に、農林水産大臣に対し書面でこれを申し出ることができる。

（検査合格証票の添附）

第九条 依頼に係る農機具の型式が型式検査に合格し、前条第一項の規定により合格の

通知を受けた者又はその一般承継人（これらの者から当該型式の農機具の製造、販売

等の事業に係る営業の譲渡を受けたことその他特別の理由により農林水産大臣の承認

を受けた場合には、その承認を受けた者又はその一般承継人とする。）は、当該型式の

農機具に型式検査に合格したことを示す証票（以下「検査合格証票」という。）を附す

ることができる。この場合には、当該農機具に、農林水産大臣の定める方法により、
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当該型式の農機具に係る前条第一項の検査成績表の写しをあわせて附さなければなら

ない。

２ 農林水産大臣は、前項本文の承認をしたときは、その旨を公示しなければならない。

３ 検査合格証票の様式は、農林水産大臣が定めて公示する。

第十条 農林水産大臣は、第七条第三項の基準を変更した場合において、すでに型式検

査に合格した型式の農機具について、変更後の基準に基づいて型式検査を行なうとす

ればこれに合格する見込みがなく、かつ、これを放置すれば農業機械化の促進に支障

を与えると認めるときは、当該型式の農機具について、前条第一項の規定により検査

合格証票を附することができる者に対し、当該証票を附することができる期間を限定

することができる。

２ 前項の規定による処分があつた場合には、その処分を受けた者は、その限定された

期間内でなければ、当該型式の農機具につき、前条第一項の規定による検査合格証票

の添附をすることができない。

３ 農林水産大臣は、第一項の規定により検査合格証票を附することができる期間を限

定したときは、その期間を公示しなければならない。

（名称等の変更の届出等）

第十条の二 第九条第一項の規定により検査合格証票を付することができる者は、その

氏名若しくは名称又は当該農機具の型式名を変更したときは、研究機構に対し、その

変更に係る事項を届け出るとともに、その事項が第八条の二第一項の検査合格証又は

検査成績表の記載事項の変更に係るときは、これらの書類を提出してその書換交付を

求めなければならない。

２ 第九条第一項の規定により検査合格証票を付することができる者が死亡し、合併し、

又は分割（当該検査合格証票に係る型式の農機具の製造、輸入又は販売の事業の全部
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を承継させるものに限る。）をした場合には、当該相続人、当該合併によつて設立し若

しくは当該合併後存続する法人又は当該分割により当該事業の全部を承継した法人は、

遅滞なく、研究機構に対し、その旨を届け出るとともに、その事項が第八条の二第一

項の検査合格証又は検査成績表の記載事項の変更に係るときは、これらの書類を提出

してその書換交付を求めなければならない。

３ 第九条第一項の一般承継人のうち分割により当該型式の農機具の製造、輸入若しく

は販売の事業の一部を承継した法人又は同項の農林水産大臣の承認を受けた者は、遅

滞なく、研究機構に対し、その旨を届け出るとともに、当該型式の農機具に係る第八

条の二第一項の検査合格証及び検査成績表の交付を求めなければならない。

４ 研究機構は、前三項の規定による請求があつた場合には、請求に係る第八条の二第

一項の検査合格証又は検査成績表の書換交付又は交付を行うとともに、第一項又は第

二項の規定による請求の場合には当該届出に係る変更事項を農林水産大臣に報告しな

ければならない。

５ 農林水産大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、その旨を公示しなければ

ならない。

６ 第一項から第三項までの規定による請求をする者は、研究機構が業務方法書で定め

る額の手数料を研究機構に対し納付しなければならない。

（事後検査）

第十一条 農林水産大臣は、必要があると認める場合には、検査合格証票を附した農機

具につき、随時、事後検査を行なうことができる。

２ 農林水産大臣は、事後検査をする場合において、必要があると認めるときは、その

職員（非常勤職員を含む。以下同じ。）をして第九条第一項の規定により農機具に検査

合格証票を付することができる者（第四項に規定する者を除く。）の事業場、店舗又は
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倉庫に立ち入り、当該農機具若しくはその部品を検査させ、関係者に質問させ、又は

当該農機具を農林水産大臣の指定する場所に提出させることができる。ただし、農機

具を指定する場所に提出させるときは、必要な費用を支払わなければならない。

３ 前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証票を携

帯し、これを関係人に呈示しなければならない。

４ 農林水産大臣は、事後検査をする場合において、必要があると認めるときは、第九

条第一項の規定により農機具に検査合格証票を付することができる者で本邦内に住所

又は居所を有しないものに対し、その事業場、店舗若しくは倉庫において当該農機具

若しくはその部品についての検査を受け、若しくは関係者が質問に応じ、又は当該農

機具を農林水産大臣の指定する場所に提出することを請求することができる。ただし、

農機具を指定する場所に提出させるときは、必要な費用を支払わなければならない。

５ 前項の検査に要する費用（政令で定めるものに限る。）は、当該検査を受ける者の

負担とする。

（合格の取消）

第十二条 農林水産大臣は、事後検査の結果、前条第一項の農機具の性能等が第七条第

三項の基準に適合していないと認めるときは、当該農機具の型式についての型式検査

の合格の決定を取り消すことができる。

２ 農林水産大臣は、前項の規定による処分をしたときは、これを公示するとともに当

該農機具の型式につき第九条第一項の規定により検査合格証票を附することができる

者にその旨を通知しなければならない。

３ 第一項の規定による処分があつた場合には、当該処分を受けた者は、当該処分に係

る型式の農機具につき、第九条第一項の規定による検査合格証票の添附をすることが

できない。
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（検査合格証票等の表示に関する制限）

第十二条の二 何人も、この章の規定により農機具に検査合格証票の添附をすることが

できる場合を除き、農機具に、検査合格証票又はこれに紛らわしい表示を附してはな

らない。

２ 農機具の輸入業者は、検査合格証票又はこれに紛らわしい表示の付してある農機具

でその輸入に係るものを販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。ただし、検

査合格証票がこの章の規定により付されたものである場合は、この限りでない。

（異議申立ての処理）

第十三条 農林水産大臣は、第十条第一項又は第十二条第一項の規定による処分につい

ての異議申立てがあつたときは、その異議申立ての日から六十日以内に決定をし、こ

れを異議申立人に通知しなければならない。

２ 農林水産大臣は、前項の決定をする場合には、異議申立人に対し、あらかじめ、期

日及び場所を通知して公開による意見の聴取を行わなければならない。この場合にお

いて、意見の聴取に際しては、異議申立人又はその代理人は、当該事案について証拠

を提出し、意見を述べることができる。

（意見聴取）

第十四条 農林水産大臣は、次に掲げる場合においては、農業資材審議会の意見を聴か

なければならない。

一 第七条第一項の規定により型式検査を行う農機具の種類を定めるとき。

二 第七条第三項の規定により型式検査の実施方法又は基準を定め又は変更すると

き。

三 第十二条第一項の規定により合格の決定を取り消すとき。

四 前条第一項の規定により異議申立てに対する決定をするとき。
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（報告の徴収）

第十四条の二 農林水産大臣は、第七条第一項の規定により型式検査を行う農機具の種

類を定め、又は同条第三項の規定により型式検査の実施方法若しくは基準を定め若し

くは変更するため必要があるときは、農機具の製造業者、輸入業者又は販売業者に対

し、その製造、輸入又は販売に係る農機具の種類、型式又は数量に関し必要な報告を

求めることができる。

（権限の委任）

第十四条の三 この章に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところ

により、その一部を地方農政局長に委任することができる。

（農林水産省令への委任）

第十五条 この章に規定するもののほか、型式検査の手続その他この章の規定を実施す

るため必要な事項は、農林水産省令で定める。

第四章研究機構の農機具の改良に関する試験研究等の業務

第十六条 研究機構は、農業機械化の促進に資するため、農機具の改良等に関する試験

研究及び調査等並びに農機具についての検査の業務を総合的かつ効率的に行い、その

試験研究及び調査の成果の普及を図ることを目的として、次の業務を行う。

一 農業機械化の促進に資するためにする農機具の改良に関する試験研究及び調査を

行うこと。

二 認定計画に係る高性能農業機械実用化促進事業の実施に必要な資金の出資を行う

こと。

三 農業機械化適応農業資材の開発に関する試験研究及び調査を行うこと。

四 型式検査の実施等第三章の規定によりその業務に属させられた事項を処理するこ

と。
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五 農機具の鑑定を行うこと。

六 第一号及び第三号に掲げる業務に係る成果を普及すること。

七 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

２ 前項第一号に掲げる業務（高性能農業機械の開発に関するものに限る。）及び同項

第三号に掲げる業務は、基本方針に従つて行うものとする。

第五章 罰則

第十七条 第十二条の二の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

第十八条 第五条の八の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円

以下の罰金に処する。

第十九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その

法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、そ

の法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。

附 則 （平成一一年一二月二二日法律第一六〇号） 抄

（施行期日）

第一条 この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。

附 則 （平成一二年五月三一日法律第九一号）

（施行期日）

１ この法律は、商法等の一部を改正する法律（平成十二年法律第九十号）の施行の日

から施行する。

（経過措置）

２ この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法（平成十一年法律



- 14 -

第百八十三号）附則第八条の規定の施行の日前である場合には、第三十一条のうち農

林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の五の二、第十九条の六

第一項第四号及び第二十七条の改正規定中「第二十七条」とあるのは、「第二十六条」

とする。

附 則 （平成一四年一二月四日法律第一二九号） 抄

（施行期日）

第一条 この法律は、平成十五年十月一日から施行する。

（農業機械化促進法の一部改正に伴う経過措置）

第十四条 前条の規定による改正前の農業機械化促進法の規定によりした処分、手続そ

の他の行為は、同条の規定による改正後の農業機械化促進法の相当規定によりした処

分、手続その他の行為とみなす。

附 則 （平成一八年三月三一日法律第二六号） 抄

（施行期日）

第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。


